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年
の
所
得
に
応
じ
て
負
担
区
分
を

再
判
定
し
ま
す
）。

七
十
歳
未
満
の
人
（
表
２
）

　

入
院
し
た
と
き
の
一
部
負
担
金

が
世
帯
の
限
度
額
（
表
２
参
照
）

ま
で
と
な
る
標
記
認
定
証
は
、
七

月
三
十
一
日
が
有
効
期
限
と
な
り

ま
す
。
現
在
交
付
を
受
け
て
い
る

人
も
八
月
に
再
度
申
請
が
必
要
で

す
。
八
月
中
に
申
請
を
し
な
か
っ

た
場
合
、
八
月
以
降
窓
口
で
の
支

払
い
は
三
割
全
額
と
な
り
、
世
帯

の
限
度
額
を
超
え
た
分
に
つ
い
て

は
後
か
ら
高
額
療
養
費
の
申
請
を

し
て
も
ら
う
よ
う
に
な
り
ま
す
の

で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
認
定
証
の
交
付
を
受
け
る

に
は
国
保
税
に
滞
納
が
な
い
こ
と

が
条
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。

七
十
歳
以
上
（
高
齢
受
給
者
）
の

人
（
表
３
）

　

非
課
税
世
帯
（
世
帯
の
国
保
加

入
者
（
擬
制
世
帯
主
含
む
）
全
員

の
住
民
税
が
非
課
税
で
あ
る
）
の

人
の
み
を
対
象
に「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
適

用
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
認
定
証
を

病
院
へ
提
示
す
る
こ
と
で
入
院
時

の
一
部
負
担
金
が
限
度
額
ま
で
と

な
り
、
食
事
代
も
減
額
に
な
り
ま

す
。
入
院
の
予
定
・
心
配
が
あ
る

人
は
役
場
で
申
請
・
交
付
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。

限
り
あ
る
医
療
費
を
大
切
に

　

国
保
で
病
院
に
掛
か
っ
た
時
、

皆
さ
ん
の
医
療
費
の
負
担
は
三
割

（
十
五
歳
以
下
の
乳
幼
児
及
び
児

童
は
０
割
、
七
十
歳
以
上
の
方
は

一
割
ま
た
は
三
割
）
で
済
み
ま
す

が
、
残
り
の
医
療
費
は
国
保
か
ら

医
療
機
関
に
支
払
わ
れ
ま
す
。
そ

の
た
め
、
医
療
費
が
増
加
す
れ
ば

国
保
の
財
政
が
苦
し
く
な
り
、
国

保
税
の
増
額
と
い
う
形
で
私
た
ち

町
の
国
保
税
は
こ
の
よ
う
に

決
ま
り
ま
し
た

　

二
十
年
度
の
医
療
費
は
、
一
人

当
た
り
費
用
額
の
伸
び
率
が
前

年
比
１
０
８
．
５
％
、
金
額
で

一
万
七
千
六
十
六
円
増
え
ま
し
た

（
表
１
参
照
）。
特
に
、
費
用
が
か

か
る
入
院
の
伸
び
率
が
高
く
、
こ

の
一
人
当
た
り
医
療
費
の
伸
び
率

は
県
内
五
十
九
市
町
村
の
う
ち
第

六
位
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
の
町
の
国
保
税
は
、
被
保

険
者
の
高
齢
化
や
医
療
の
高
度
化

の
影
響
な
ど
に
よ
る
医
療
費
の
増

加
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
医

療
保
険
分
、
後
期
高
齢
者
支
援
分

に
つ
い
て
税
率
な
ど
を
引
き
上
げ

ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の

た
め
昨
年
度
に
引
き
続
き
基
金
を

取
り
崩
し
、
引
き
上
げ
幅
を
最
小

限
に
と
ど
め
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
率
と
額
は
、
六
月
定

例
議
会
の
議
決
を
受
け
て
決
定
し

ま
し
た
。

自
身
に
降
り
か
か
っ
て
き
ま
す
。

　

医
療
費
の
増
加
を
防
ぐ
た
め
に

も
、
自
分
に
あ
っ
た
健
康
づ
く
り

を
進
め
る
と
と
も
に
、
検
診
な
ど

で
定
期
的
に
健
康
チ
ェ
ッ
ク
を
す

る
な
ど
、
病
気
の
早
期
発
見
・
早

期
治
療
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

国
保
税
は
納
期
限
ま
で
に

納
め
ま
し
ょ
う

　

本
年
度
の
国
保
税
は
、
七
月
か

ら
二
月
ま
で
の
八
回
で
納
め
ま
す
。

※ 65 歳以上の人の介護保険料は、原則として年金から天引き

40 歳未満の人　　　　　  医療保険分　＋　後期高齢者支援分
40 歳以上 65 歳未満の人　医療保険分　＋　後期高齢者支援分　＋　介護保険分
65 歳以上 75 歳未満の人　医療保険分　＋　後期高齢者支援分　　　介護保険料

　

未
納
が
続
く
と
、
期
間
の
短
い

保
険
証
や
医
療
機
関
で
は
全
額
を

負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
格

証
明
書
（
国
保
税
を
完
納
す
れ
ば

還
付
を
受
け
ら
れ
ま
す
）
な
ど
が

交
付
さ
れ
ま
す
。

　

経
済
的
な
事
情
な
ど
に
よ
り
納

付
が
難
し
い
と
き
は
、
そ
の
ま
ま

に
せ
ず
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

八
月
更
新
の
受
給
者
証
な
ど

の
お
知
ら
せ

○
高
齢
受
給
者
証

　

七
十
歳
か
ら
七
十
四
歳
ま
で
の

人
に
交
付
さ
れ
て
い
る
高
齢
受
給

者
証
は
、
前
年
の
所
得
か
ら
負
担

割
合
（
一
割
ま
た
は
三
割
）
を
判

定
し
、
毎
年
八
月
一
日
に
更
新
と

な
り
ま
す
。

　

対
象
者
に
は
、
八
月
一
日
以
降

使
用
す
る
高
齢
受
給
者
証
を
、
世

帯
主
あ
て
に
七
月
下
旬
に
郵
送
し

ま
す
。
八
月
に
な
っ
た
ら
、
新
し

い
受
給
者
証
を
使
用
し
て
く
だ
さ

い
。

○「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」

　

現
在
交
付
さ
れ
て
い
る
標
記
認

定
証
の
有
効
期
限
は
二
十
一
年
七

月
三
十
一
日
で
す
。
八
月
以
降
も

引
き
続
き
認
定
証
が
必
要
な
人

は
、新
た
に
申
請
が
必
要
で
す（
前

国
保
か
ら
の
お
知
ら
せ

所得割 世帯の所得に応じて計算
資産割 世帯の資産に応じて計算
均等割 世帯の加入者数に応じて計算
平等割 １世帯にいくらと計算

世帯あたりの
年間保険税額

さらに年齢に応じて次のようになります。

町の国保税の決まり方
その年に予測される医療費から、わたしたちが病院などで支払う一部負担金や国
などからの補助金を差し引いた分が保険税となります。

次の項目に割り振り、それらを組み合わせて保険税が決められます

21 年度 20 年度
所得割

％
資産割

％
均等割額

円
平等割額

円
所得割

％
資産割

％
均等割額

円
平等割額

円

医療保険分 5.84 23.60 24,000 21,000 5.36 19.54 21,000 16,900

後期高齢者
支援分 2.82 10.88 10,000 8,800 2.66 9.34 9,100 7,300

介護保険分 1.57 6.91 9,100 5,200 1.88 7.53 9,700 5,600

表１

21 年度国保税の税率が決定しました
税率の比較
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猪苗代町国保一人当たり医療費の推移（一般＋退職）
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（単位：円）

国保連合会データより

健
康
は
誰
も
が
持
つ
願
い
で
す
。
し
か
し
、
あ
る
日
突
然
わ
た
し
た
ち
を
襲
う
病
気
や
ケ
ガ
。

そ
ん
な
時
、
皆
さ
ん
の
力
に
な
り
支
え
て
く
れ
る
の
が
、
国
民
健
康
保
険
制
度
で
す
。

今
月
号
で
は
、
国
民
健
康
保
険
制
度
の
仕
組
み
と
医
療
費
、

今
年
の
税
率
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

70 歳未満の人　１カ月の自己負担限度額

上位所得者 150,000 円  ＋（医療費－ 500,000 円）×１％【83,400 円】
一　　般   80,100 円  ＋（医療費－ 267,000 円）×１％【44,400 円】

住民税非課税   35,400 円【24,600 円】

※【　】内は過去 12 カ月に一つの世帯で高額療養費の支給が 4 回以上あった場合 
　の 4 回目以降の限度額

表２

70 歳以上（高齢受給者）　１カ月の自己負担限度額

外来（個人ごと）　　外来＋入院（世帯単位）

現役並み所得者 44,400 円
80,100 円  ＋（医療費－ 267,000 円）
×１％【44,400 円】

一　　般 12,000 円 44,400 円
　  低所得者

（住民税非課税）
低 2

  8,000 円
24,600 円

低 1 15,000 円

表 3

○
七
十
歳
以
上
で
こ
の
制
度
に
該

当
し
な
い
課
税
世
帯
の
人
も
、
保

険
証
と
高
齢
受
給
者
証
の
提
示
で

入
院
時
の
窓
口
負
担
は
世
帯
の
限

度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」「
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」
は
、
申
請
し
た
月
の
初
日
か

ら
適
用
に
な
る
の
で
、
入
院
前
の

申
請
を
お
勧
め
し
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の
は

①
保
険
証
②
印
鑑
の
二
つ
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課　

国
保
年
金
業
務

☎
（
62
）
２
１
１
４

国保からの
お知らせ


